
您应该缴纳的国民健康保险费尚未缴纳。

请在支付期限以内缴纳。

超过支付期限仍未缴纳时，根据法律可能会调查财产后采取滞纳处分（扣

押等）措施。

【注意事项】

○	已缴纳时请忽略。

○	使用账户转账的家庭中，对于计划在账户转账日扣除催缴对象月金额的家庭，为避免重复缴纳，

请勿使用本缴纳单缴纳。

○	在工作单位等加入了其他健康保险时，请自行办理退出国民健康保险的手续。	

（丰岛区、工作单位不会自动办理手续。）

○	催缴单也会发送给账户转账的家庭、分期缴纳的家庭、接受生活保障的家庭。

○	如遇灾害或其他无法缴纳的特殊情况，请尽早咨询。如无特别理由继续滞纳保险费时，可能会成

为特别疗养费的支付对象。

○	从 2026年度 6月赋课部分开始产生滞纳金。滞纳金将在缴纳国民健康保险费后另行收取。

本单据上未打印条形码时，请在丰岛区政府公款窗口或区特别指定金

融机构等缴纳。

◎请对照持有的催缴单确认。
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豊島区 豊島区
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年度　国民健康保険料年度　国民健康保険料 

年度　国民健康保険料
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口座
番号

収納機関
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領収日付印主管課
豊島区

国民健康保険課
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03（3981）1111
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口座
番号

収納代行会社：(株)NTTデータ
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収納代行会社：(株)NTTデータ
（金融機関／コンビニ店舗保管）
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収納代行会社：(株)NTTデータ
（納付者保管） 収入印紙不要ゆうちょ銀行とりまとめ店 〒330-9794　ゆうちょ銀行　東京貯金事務センター

　

豊島区国民健康保険課　　（代表)03(3981)1111
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国民健康保険料
賦課年度
通知書番号
期　　別
保　険　料
延　滞　金

賦課年度

対象年度

科　　目

通知書番号
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保 険 料

延 滞 金

納 期 限

支払期限

納付合計
金　　額

対象年度

記号番号

納付合計
金　　額
納　期　限
支払期限

（お問い合わせ先）
　　〒171-8422
　　豊島区南池袋2丁目45番1号
　　豊島区国民健康保険課
　　電話番号　03-3981-1111
　　時間　平日8時30分～17時
○コンビニエンスストアで納付する方へ
　ご利用は、期別ごとの納付合計金額30万円まで可能です。納付合計金額の訂正はできません。
○この用紙は、直接機械により処理しますので、汚したり折り曲げたりしないでください。
○この領収証書は大切に保管してください。
○裏面もご覧ください。
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④ ④

①
⑦

⑤
②

②

⑧⑥③ ③
⑨

⑫

① 国民健康保险费已缴付通知书 ⑧ 对象年度

② 缴纳合计金额 ⑨ 符号编号

③ 赋课年度 ⑩ 保险费

④ 按各期 ⑪ 滞纳金

⑤ 通知书号码 ⑫ 缴纳期限

⑥ 支付期限 ⑬ 催缴单兼发票

⑦ 缴纳义务人

⑤

⑥

⑦

②

⑬

⑦

⑪⑩
⑪
⑫⑥

⑧
⑤⑨④

③

⑩
户主有义务缴纳国民健康保险费。即使户主加入了社会保
险等，也会要求户主支付全体被保险人的保险费。



咨询处
丰岛区国民健康保险课　电话：03-3981-1111
窗口受理时间　工作日 8:30 ～ 17:00　第 2个星期六 9:00 ～ 17:00
※上述以外的星期六、星期日、节假日不受理。此外，窗口受理日期可能会变更。

①

【审查请求及取消诉讼】

1、对该处分不服时，可在获知该处分之日的次日起 3个月以内，向东京都国民健康保险审查会（东京都厅内）提出审查请求。（即使是在获知该处分

之日的次日起 3个月以内，若从该处分之日的次日起经过 1年，则不能提出审查请求。）

2、仅限对上述 1项的审查请求作出裁决的情况下，从获知对该审查请求作出的裁决之日的次日起 6个月以内，可将丰岛区作为被告（诉讼中代表丰岛

区的人为丰岛区长。）可以提出撤销处分的申诉。（即使是在获知该裁决之日的次日起 6个月以内，若从该裁决之日的次日起经过 1年，则不能提出撤

销处分的诉讼。）但符合下列①至③中的任意一项时，可以不经审查请求裁决而提出撤销处分的请求。

①从审查请求之日的次日起经过 3个月仍未作出裁决时。

②为避免因处分、执行处分或继续办理手续而造成明显损害，有紧急必要时。

③有其他不经过裁决的正当理由时。

②

【缴纳方法】

①丰岛区政府公款缴纳窗口

②区特别指定金融机构、区公款缴纳特别受理店（银行、信用金库、信用组合等）

邮政银行、邮局仅限东京都、山梨县及关东各县所在的店铺

※ATM无法办理。

③区民事务所

④受理的便利店（参照右记）

⑤通过移动支付APP进行信用卡缴纳或手机银行支付

⑥受理的电子钱包（参照右记）

【注意事项】

·⑤项的信用卡缴纳需要另外支付手续费。此外使用⑤⑥项的APP时，将另外收取数据包通讯费。

·在便利店等店铺，原则上不能使用“智能手机APP”进行支付。

·④⑤⑥项的缴纳，仅限单张 30万日元以下的缴纳单。

·超过支付期限的缴纳单可能无法使用。

·修改了金额，没有打印条形码，无法读取时，不能在便利店缴纳。

·不能使用收缴单的复印件以及条形码照片或截图支付。

·已缴纳时请忽略。

◎保险费的缴纳原则上为账户转账。

账户转帐不会忘记支付，非常方便。敬请利用。

关于缴纳方法和账户转帐的申请方法，详情请浏览区主页。

③

【受理便利店等及电子钱包】（截至 2026年 1月 1日）

【受理便利店】

●生活屋 ● Three Eight ●生活彩家 ● 7-11 ●每日山崎 ● Poplar ●罗森 ●Ministop ●全家 ●新山崎每日店 ●山崎特别合作伙伴商店 ●山崎

每日店 ●MMK设置店（无人终端及信用金库内终端除外）

【电子钱包】

● PayPay ● au Pay ●乐天 Pay ● d支付 ● J-Coin Pay
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あなたの納付すべき国民健康保険料が、納期限までに納付されず、未納と
なっています。この督促状で指定した支払期限までに納付してください。
支払期限までに納付しないときは、法令に基づき、財産調査のうえで滞納
処分（差押等）を受ける場合があります。

（審査請求及び取消訴訟）
1.この処分に不服があるときには、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内に、東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）
に対して審査請求をすることができます｡（なお、この処分があったこと
を知った日の翌日から３か月以内であっても、この処分があった日の翌日
から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります｡)
2.上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対す
る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、豊島区
を被告として（訴訟において豊島区を代表する者は豊島区長となります｡)
処分の取消しの訴えを提起することができます｡（なお、当該裁決があっ
たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、当該裁決の
日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります｡）ただし、次の①から③までのいずれかに該当す
るときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
①審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がない
とき。
②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるた
め緊急の必要があるとき。
③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

納付方法
①豊島区役所公金納付窓口
②特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫、
信用組合等）
　ゆうちょ銀行・郵便局は、東京都、山梨県及び関東各県所在の店
舗に限ります。
　※ＡＴＭでのお取り扱いはできません。
③区民事務所
④取扱のコンビニエンスストア(右記参照）
⑤モバイルレジ「モバイルレジ」アプリによるクレジット納付又は
モバイルバンキングによる納付。
⑥取扱の電子マネー(右記参照)

注意点
・⑤のクレジット納付の場合は、別途、決済手数料がかかります。 　
　また、⑤⑥のアプリをご利用の際は、別途、パケット通信料が
かかります。 
・コンビニエンスストア等の店頭では、原則として「スマホアプ
　リ」を利用したお支払いはできません。
・④⑤⑥による納付は、１枚あたり30万円以下の納付書に限ります。 
・支払期限が経過している納付書は使用できない場合があります。
・金額を訂正した場合、バーコードの印字がない場合、読めない場　
　合、コンビニエンスストアでは納付できません。
・収納票のコピー、及びバーコードの写真やスクリーンショットで
　のお支払いはできません。
・納付済の場合は行き違いですのでご了承ください。

◎保険料の納付は原則口座振替です。
　口座振替ですと払い忘れがなく、大変便利です。
　ぜひご利用ください。
　納付方法や口座振替の申込方法について、
　詳しくは区ホームページをご覧ください。 

取扱コンビニエンスストア等
及び電子マネー
　　　　 （令和8年1月1日現在)

【取扱コンビニエンスストア】
●くらしハウス
●生活彩家
●デイリーヤマザキ
●ローソン
●ファミリーマート
●ニューヤマザキデイリーストア
●ヤマザキスペシャルパートナーショップ
●ヤマザキデイリーストアー
●MMK設置店
(無人端末及び信用金庫内端末を除く)

【電子マネー】
●PayPay
●楽天Pay
●J-Coin Pay

●スリーエイト
●セブンーイレブン
●ポプラ
●ミニストップ

●au Pay
●d払い

①

② ③


